
京都市立嘉楽中学校 部活動運営方針 

 

１ 部活動のねらい 

  生徒が自分の興味や関心に応じて自主的、自発的に活動する中で、個性を伸長し、社会性や人間性を育み、

顧問や生徒相互の人間関係を育てる等、生徒の心身の健全な育成と責任ある個人としてふさわしい資質を育て

ることをねらいとする。 

 

２ 位置づけ 

  部活動は学校教育活動の一環として行い、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、

連帯感の涵養等に資するものとする。 

 

３ 部員 

  入部は自由意志により、一人１部とし、３年間続けることを原則とする。 

 

４ 運営規定 

（１） 活動期間 

４月１日から翌年３月３１日とする。 

（２） 活動時間 

平日２時間程度、学校の休業日（土曜日、日曜日、祝日、長期休業期間等）は３時間程度を原則 

とする。 

（３） 完全下校 

夏・冬時間の規定に従って下記のとおりとする。ただし、長期休業期間中は、下記に関わらず、 

８：００から活動可能とし、完全下校は１７：００とする。 

① 夏時間（４月～１０月中旬）  １７：３０まで活動可 １７：４５完全下校 

② 冬時間（１０月中旬～３月）  １６：４５まで活動可 １７：００完全下校 

（４） 休養日 

 ア 平日に１日以上、及び土曜日または日曜日に１日以上の休養日を設ける。休養日の曜日については、各部

の規定により定める。 

 イ 大会等により、土曜日または日曜日の休養日に活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。 

（５） 活動休止 

下記の期間は原則として活動を休止する。その他、学校行事、学校体制、気象条件等により、活動を休

止する場合がある。 

 ア 定期試験の１週間前から試験終了までの期間（ただし、試験最終日は除く）。 

 イ ８月中旬及び年末年始の学校閉鎖期間。 

（６） 活動計画 

    各部活動ごとに年間及び各月ごとの活動計画を作成し、顧問から保護者に提示する。 

（７） 部費等 

部活動運営に必要な経費として部員から部費を徴収する場合は、管理職と相談の上、あらかじめ保護者

に説明するとともに、年度ごとに保護者に対して会計報告を行う。 


